
資料６ 
 

京都市国際交流会館における利用料金の上限額の改定内容 

 
次のとおり，利用料金の上限額を改定する。（施行期日：令和５年４月１日） 
 

区          分 
利      用      料      金 

改    正    前 改    正    後 
午 前 午 後 夜 間 午 前 午 後 夜 間 

イベント 
ホール 

日曜日，土曜日 
及び休日 

円 
２３，３６０ 

円 
３４，０４０ 

円 
３０，４８０ 

円 
３０，３６０ 

円 
４４，２５０ 

円 
３６，５７０ 

その他の日 １９，４８０ ２８，２８０ ２５，４５０ ２５，３２０ ３６，７６０ ３０，５４０ 

会
議
室 

特別 
会議室 

日曜日，土曜日 
及び休日 

２１，７９０ ３１，９５０ ３０，４８０ ２８，３２０ ４１，５３０ ３６，５７０ 

その他の日 １８，１２０ ２６，６００ ２５，０３０ ２３，５５０ ３４，５８０ ３０，０３０ 

第１会

議室及

び第２

会議室 

日曜日，土曜日 
及び休日 

４，４００ ６，２８０ ６，１８０ ５，７２０ ８，１６０ ７，４１０ 

その他の日 ３，６６０ ５，１３０ ５，０２０ ４，７５０ ６，６６０ ６，０２０ 

第３会

議室及

び第４

会議室 

日曜日，土曜日 
及び休日 

３，６６０ ５，０２０ ４，９２０ ４，７５０ ６，５２０ ５，９００ 

その他の日 ３，０３０ ４，４００ ４，１９０ ３，９３０ ５，７２０ ５，０２０ 

研修室 
日曜日，土曜日 
及び休日 

８，６９０ １２，２５０ １１，９４０ １１，２９０ １５，９２０ １４，３２０ 

その他の日 ７，３３０ １０，３７０ １０，０５０ ９，５２０ １３，４８０ １２，０６０ 

別館 
日曜日，土曜日 
及び休日 

１２，１５０ １７，０７０ １６，０２０ １５，７９０ ２２，１９０ １９，２２０ 

その他の日 １０，１６０ １４，１４０ １３，４００ １３，２００ １８，３８０ １６，０８０ 

駐車場 
１時間以内につき ４１０ １時間以内につき ５００ 
１時間を超えるときは，超える時間３０分

までごとに１００円を加えた額 
１時間を超えるときは，超える時間３０分

までごとに２００円を加えた額 

 備考 「午前」とは午前９時から正午までを，「午後」とは午後１時から午後５時までを， 

   「夜間」とは午後６時から午後９時までをいう。 


